（様式第１－１号）
参加表明書

令和　　年　　月　　日

鳥取県知事　平井　伸治　様


	（提出者）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	
	

	（作成責任者）
	

	所属
	

	職・氏名
	

	電話番号
	

	ファクシミリ
	

	電子メール
	




　令和８年３月２４日付け調達公告に係る下記調達の入札に参加したいので、別添のとおり資料を提出します。

記

１　調達件名　第３期団体内統合宛名システム構築等業務

２　添付書類
（１）入札参加資格確認書（様式第２－１号）


（様式第１－２号）
参加表明書

令和　　年　　月　　日

鳥取県知事　平井　伸治　様


	（共同企業体）
	

	名称
	

	所在地
	

	
	

	（共同企業体の代表者）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	
	

	（共同企業体の構成員）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	
	

	（作成責任者）
	

	所属
	

	職・氏名
	

	電話番号
	

	ファクシミリ
	

	電子メール
	




　令和８年３月２４日付け調達公告に係る下記調達の入札に参加したいので、別添のとおり資料を提出します。

記

１　調達件名　第３期団体内統合宛名システム構築等業務

２　添付書類
（１）入札参加資格確認書（様式第２－２号）
（２）共同企業体協定書（副本）

（様式第２－１号）
入札参加資格確認書

鳥取県知事　平井　伸治　様
調達件名　第３期団体内統合宛名システム構築等業務

１　当社は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者です。
２　当社は、令和６年鳥取県告示第507号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格が、以下の全ての業種に登録されている者又はその業種区分の登録申請中の者であります。
（１）情報処理サービスのシステム等開発・改良
（２）情報処理サービスのシステム等管理運営
３　当社は、本件調達の公告日から本書提出日までの間のいずれの日においても、鳥取県競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月17日付出第157号）第３条第１項の規定による指名停止措置を受けている者ではありません。
また、本件調達の開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までに指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を無効とされても異議を申し立てません。
４　当社は、本件調達の公告日から本書提出日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更正手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者ではありません。
また、本件調達の開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までに更生手続開始の申立てが行われた場合又は再生手続開始の申立てが行われた場合には、入札参加資格を無効とされても異議を申し立てません。
５　当社は、本件調達の公告日から本書提出日までの間のいずれの日においても、鳥取県における情報システムの構築等の契約に係る契約違反業者の受注参加の取扱要綱（平成29年10月５日付第201700167239号）第３条に規定する参加制限措置を受けている者ではありません。
また、本件調達の開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までに参加制限措置を受けた場合には、入札参加資格を無効とされても異議を申し立てません。
６　当社は、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度における認証を取得しています。これを証明するものは別添のとおりです。
７　当社は、本件入札に係る共同企業体の構成員ではありません。

上記のとおり相違ないことを誓約します。

令和　　年　　月　　日
	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	
	

	（作成責任者）
	

	所属
	

	職・氏名
	

	電話番号
	

	ファクシミリ
	

	電子メール
	



（様式第２－２号）
入札参加資格確認書

鳥取県知事　平井　伸治　様
調達件名　第３期団体内統合宛名システム構築等業務

１　各構成員は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者です。
２　各構成員は、本件調達の公告日から本書提出日までの間のいずれの日においても、鳥取県競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月17日付出第157号）第３条第１項の規定による指名停止措置を受けている者ではありません。
また、本件調達の開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までに指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を無効とされても異議を申し立てません。
３　各構成員は、本件調達の公告日から本書提出日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更正手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者ではありません。
また、本件調達の開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までに更生手続開始の申立てが行われた場合又は再生手続開始の申立てが行われた場合には、入札参加資格を無効とされても異議を申し立てません。
４　各構成員は、本件調達の公告日から本書提出日までの間のいずれの日においても、鳥取県における情報システムの構築等の契約に係る契約違反業者の受注参加の取扱要綱（平成29年10月５日付第201700167239号）第３条に規定する参加制限措置を受けている者ではありません。
また、本件調達の開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までに参加制限措置を受けた場合には、入札参加資格を無効とされても異議を申し立てません。
５　構成員の１以上の者が、令和６年鳥取県告示第507号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格を有する又はその資格登録を申請中であるとともに、次のそれぞれの業種区分に構成員の１以上の者が登録されている又は登録申請中であります。
（１）情報処理サービスのシステム等開発・改良
（２）情報処理サービスのシステム等管理運営
６　当共同企業体は、２以上の者により自主的に結成されたものであります。
７　当共同企業体は、構成員の出資比率が異なる場合は出資比率の大きい者が、出資比率が同じ場合には、いずれかの者が代表者になっています。
８　各構成員は、本件入札において参加する単独企業又は他の共同企業体の構成員ではありません。
９　当共同企業体は、本件調達公告の２（２）カに示す事項を定めた共同企業体結成に係る協定を締結しています。
10　構成員のうち、５の(２)を満たす１以上の者が、プライバシーマークにおける認証を取得しています。これを証明するものは、別添のとおりです。
11　構成員のうち、５の(２)を満たす１以上の者が、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度における認証を取得しています。これを証明するものは、別添のとおりです。

上記のとおり相違ないことを誓約します。







令和　　年　　月　　日

	（共同企業体）
	

	名称
	

	所在地
	

	
	

	（共同企業体の代表者）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	
	

	（共同企業体の構成員）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	
	

	（作成責任者）
	

	所属
	

	職・氏名
	

	電話番号
	

	ファクシミリ
	

	電子メール
	






（様式第３号）
秘密保持誓約書

　○○○○○（以下「乙」という。）は、「第３期団体内統合宛名システム構築等業務（以下「本件」という。）」の秘密保持に関し、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県（以下「甲」という。）に対し次のとおり誓約します。

（目的）
第１条　本誓約は、乙が本件において取得した情報の秘密保持について誓約するものです。
（秘密情報）
第２条　本誓約において秘密情報とは、甲が乙に対して手交する本件に係る調達関係資料とします。
（適用除外）
第３条　前条にかかわらず、本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
（１）公知の情報
（２）乙が取得した後、乙の責によらないで公知となった情報
（３）開示について甲の書面により事前の許可がある場合
（秘密保持）
第４条　乙は、甲から取得した秘密情報を、甲の事前の書面による許可がない限り、第三者に対して開示または漏洩しません。ただし、本件の再委託先に対しては、本誓約書と同等の義務を課したうえで、受領した秘密情報を開示することができるものとします。
（目的外使用の禁止）
第５条　乙は、秘密情報を、本件の調達（以下「本調達」という。）のために利用できるものとし、事前に甲の書面による許可を得ない限りは、これ以外の目的には一切利用しません。
（損害賠償）
第６条　乙が本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩するなどしたことで甲が損害を被った場合には、甲は乙に対して損害賠償を請求し、かつ、甲が適当と考える必要な措置を採ってもかまいません。
（情報の返還）
第７条　乙は、本調達の終了時または甲が依頼した時には、甲から取得した秘密情報を、すみやかに甲に返却または安全な方法で破棄します。
（期間）
第８条　本誓約に定める秘密保持の期間は無期限とします。
（協議事項）
第９条　本誓約に定めのない事項に関しては、別途甲と協議の上、円満に解決を図ります。

　令和　　年　　月　　日

				（乙）所在地

				　　　商号又は名称

				　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　印



（様式第４号）

企画提案書提出書

令和　　年　　月　　日
　鳥取県知事　平井　伸治　様


	（提出者）
	

	（共同企業体の場合は共同企業体の代表者）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	




令和８年３月２４日付け調達公告に係る下記調達について企画提案書を別添のとおり提出します。

記

調達件名　第３期団体内統合宛名システム構築等業務

１　提出書類
（１）企画提案書
（２）企画提案書の概要
（３）業務実績調書（単独企業）（様式第５－１号）
※共同企業体の場合は様式第５－２号
（４）入札書（様式第７号）
（５）機能要件対応表（様式第９号）
（６）経費見積書（様式第12号）
（７）参考見積書（様式第13号）

２　担当部署等
（１）担当部署名
（２）担当部署所在地
（３）担当者
	職・氏名
	

	電話番号
	

	ファクシミリ
	

	電子メール
	





（様式第５－１号）
業務実績調書（単独企業）

令和３年度から令和７年度までの間に元請けとして受託し、完了した業務に関する実績を記入すること。
　※個々の業務について、実績が確認できるもの（契約書の写し、完了検査書の写し等）を添付すること。

１　地方公共団体又は地方公共団体が共同設置する団体において、団体内統合宛名システムを受託した実績（３件以内で記載すること）
	(１)
	業務名
	

	
	発注機関
	

	
	業務期間
	から
まで
	契約金額
	千円

	
	＜業務の内容＞




	(２)
	業務名
	

	
	発注機関
	

	
	業務期間
	から
まで
	契約金額
	千円

	
	＜業務の内容＞




	(３)
	業務名
	

	
	発注機関
	

	
	業務期間
	から
まで
	契約金額
	千円

	
	＜業務の内容＞





※１　構築業務においては、着手年度によらず、R3年度からR7年度の間に構築を完了したものを記載してもよい。
※２　運用管理業務において、複数年契約による運用管理を受託しているが、契約期間未了の場合は、少なくとも１年以上の運用管理実績がわかるものを添付すること。（年度毎の検査合格書など）


	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	




（様式第５－２号）
業務実績調書（共同企業体）

令和３年度から令和７年度までの間に構成員のいずれかが元請けとして受託し、完了した業務に関する実績を記入すること。※個々の業務について、実績が確認できるもの（契約書の写し等）を添付すること。

１　構成員のいずれかが地方公共団体又は地方公共団体が共同設置する団体において、団体内統合宛名システムを受託した実績（３件以内で記載すること）
	(１)
	業務名
	

	
	発注機関
	

	
	受託した者
	

	
	業務期間
	から
まで
	契約金額
	千円

	
	＜業務の内容＞




	(２)
	業務名
	

	
	発注機関
	

	
	受託した者
	

	
	業務期間
	から
まで
	契約金額
	千円

	
	＜業務の内容＞




	(３)
	業務名
	

	
	発注機関
	

	
	受託した者
	

	
	業務期間
	から
まで
	契約金額
	千円

	
	＜業務の内容＞





※１　構築業務においては、着手年度によらず、R3年度からR7年度の間に構築を完了したものを記載してもよい。
※２　運用管理業務において、複数年契約による運用管理を受託しているが、契約期間未了の場合は、少なくとも１年以上の運用管理実績がわかるものを添付すること。（年度毎の検査合格書など）



	（共同企業体）
	

	名称
	

	所在地
	

	
	

	（共同企業体の代表者）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	
	

	（共同企業体の構成員）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	





（様式第６号）

質問書

令和　　年　　月　　日

鳥取県知事　平井　伸治　様


	（提出者）
	

	商号又は名称
	

	
	

	（担当者）
	

	所属
	

	職・氏名
	

	電話番号
	

	ファクシミリ
	

	電子メール
	




第３期団体内統合宛名システム構築等業務に係る下記事項について質問します。

記

	【質問事項１】

	【質問事項２】

	【質問事項３】


※適宜、行を追加してもよい。


（様式第７号）
入札書
（第　　　回）
令和　　年　　月　　日
次のとおり入札します。

　　鳥取県知事　平井　伸治　様

（共同企業体の場合は共同企業体の代表者）
	入札者
	
	所在地
	
	

	
	
	商号又は名称
	
	

	
	
	代表者氏名
	
	㊞

	
	
	
	
	

	代理人
	
	住所
	
	

	
	
	氏名
	
	㊞



	業 務 名
	第３期団体内統合宛名システム構築等業務

	入札金額
	
金　　　　　　　　　　　　　　　　　円

≪内、消費税及び地方消費税の額≫
　　　　　　　　　　円



	
	


備考　１　入札書は、封書にし、密封して提出すること。郵便等による入札の場合は、「入札書」と明記した封筒に「第１回」、「第２回」及び「第３回」と回数を明記し、提出すること。
　　　２　入札金額は算用数字で記載すること。
　　　３　入札金額は仕様書の３(２)アからクまでの業務範囲で要する費用のうち、鳥取県に係る費用の総額とすること。

[くじ番号]
	

	
	


　　　（任意の３桁の数字を記入すること）

（様式第８－１号）

委任状


令和　　年　　月　　日


鳥取県知事　平井　伸治　様


	委任者
	
	所在地
	

	
	
	商号又は名称
	

	
	
	代表者氏名
	㊞





私は下記の者を代理人に定め、下記の権限を委任します。

記

委任事項　第３期団体内統合宛名システム構築等業務に関する入札の権限


	受任者
	
	住所
	

	
	
	氏名
	





（様式第８－２号）

委任状


令和　　年　　月　　日


鳥取県知事　平井　伸治　様


	（共同企業体）
	

	名称
	

	所在地
	

	
	

	（共同企業体の代表者）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	㊞

	
	

	（共同企業体の構成員）
	

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	㊞




私は下記の者を代理人に定め、下記の権限を委任します。

記

委任事項　第３期団体内統合宛名システム構築等業務に関する入札の権限


	受任者
	
	住所
	

	
	
	氏名
	




（注意）契約保証金の免除を希望する落札者は、この書類（様式第１０号）を落札決定通知後速やかに提出してください。

（様式第１０号）
契約保証金免除申請書


令和　　年　　　月　　　日


鳥取県知事　平井　伸治　様



（申 請 者）
住　　　　所
商号又は名称
役職及び氏名

（この申請に係る責任者及び連絡先）
所属・職・氏名
電　話　番　号
ファクシミリ
電子メールアドレス



令和８年３月２４日付けで公告のあった下記案件の契約に係る契約保証金について、鳥取県会計規則第112条第４項の規定により契約保証金の免除を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

記

案件名称　第３期団体内統合宛名システム構築等業務


注１　申請者は、案件の契約を行う者（代表者又は代表者から契約の権限の委任を受けた者）とすることと
する。
注２　保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券
（写し不可）を添付すること。
注３　国、地方公共団体その他の法人との契約に係る実績については、その実績（過去２年間に履行した実績に限る。）を証するもの（契約書写し等）を添付すること。



（様式第１１号）

辞退届

令和　　　年　　月　　日

　鳥取県知事　平井　伸治　様

（申 請 者）
住　　　　所
商号又は名称
役職及び氏名

（この申請に係る責任者及び連絡先）
所属・職・氏名
電　話　番　号
ファクシミリ
電子メールアドレス
			


　第３期団体内統合宛名システム構築等業務に係る入札について、都合により辞退します。



（様式第１２号）

経費見積書

令和　　年　　月　　日

鳥取県知事　平井　伸治　様

所在地　
商号又は名称　
代表者職・氏名				印


　第３期団体内統合宛名システムの保守・利用料等経費見積額について、次のとおり提出します。


保守・利用料等経費見積額（単年度）	　　　　　　　　　　円（税込）


（注記）
経費見積額は仕様書の３（２）ケの業務で要する費用のうち、鳥取県に係る費用の額とすること。





（注意）電子契約を希望する落札者は、この書類（様式第１４号）を落札決定通知後速やかに提出してください。

（様式第１４号）

電子契約同意書兼メールアドレス確認書


令和　　　年　　　月　　　日


鳥取県知事　平井　伸治　様



（契約締結権限者）
住　　　　所　
商号又は名称　
役職及び氏名　

（この書類の作成責任者）
所属・職・氏名　　　
電話番号　　　　　　
ファクシミリ　　　　
電子メールアドレス　



下記案件の契約について、鳥取県が利用する電子契約サービスにより契約を締結することに同意します。
なお、契約締結権限者が電子契約サービスで承認に使用する電子メールアドレスは下記のとおりです。

記

案件名　　第３期団体内統合宛名システム構築等業務

電子メールアドレス　







（注）契約締結権限者は、代表者又は本契約の締結に関する権限を委任された者に限る。
利用するメールアドレスに変更があった場合、再度本様式による提出をお願いします。


（別紙参考様式）
○○委託○○○・○○○共同企業体協定書

（目的）
第１条　当共同企業体は、次の業務を共同連携して営むことを目的とする。
　一　○○発注に係る○○業務（当該事業内容の変更に伴う業務を含む。以下、単に「業務」という。）
　二　前号に附帯する事業

（名称）
第２条　当共同企業体は、○○業務○○○・○○○共同企業体（以下、「当企業体」という。）と称する。

（事業所の所在地）
第３条　当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地におく。

（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当企業体は、令和○年○月○日に成立し、業務の委託契約期間の履行後○ヶ月以内を経過する日までの間は、解散することはできない。
２　業務を受託することができなかったときは、当企業体は、前項に規定に関わらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）
第５条　当企業体の構成員は、次のとおりとする。
　　　　○○県○○市○○町○○番地
　　　　○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
　　　　○○株式会社

（代表者の名称）
第６条　当企業体は、○○株式会社を代表者とする。

（代表者の権限）
第７条　当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに業務委託料（前金払及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

（構成員の出資の割合）
第８条　各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
　　　　○○株式会社　　○○％
○○株式会社　　○○％
２　金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくの上、構成員が協議して評価するものとする。

（運営委員会）
第９条　当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の履行に当たるものとする。

（構成員の責任）
第10条　各構成員は、業務の委託契約の履行その他の業務の実態に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）
第11条　当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。

（決算）
第12条　当企業体は、業務完了の時決算するものとする。

（利益金の配当の割合）
第13条　決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により各構成員に利益金を配当するものとする。

（欠損金の負担の割合）
第14条　決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により各構成員が欠損金を負担するものとする。

（権利義務の譲渡の制限）
第15条　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

（業務途中における構成員の脱退に対する措置）
第16条　構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務を履行する日までは脱退することができない。
２　構成員のうち業務途中においては前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連携して業務を履行する。
３　第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。
４　脱退した構成員出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
５　決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。

（構成員の除名）
第16条の２　当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
２　前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
３　第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用するものとする。

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第17条　構成員のうちいずれかが業務途中に破産又は解散した場合においては、第16条第２項から第５項までを準用するものとする。

第17条の２　代表者が脱退若しくは除外された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。

（解散後の契約不適合責任）
第18条　当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約で定める内容に適合しないものがあったときは、各構成員が共同連携してその責に任ずるものとする。

（解散後の著作権）
第19条　当企業体が解散した後においては、著作権は、○○。

（○○○（その他必要な事項））
第20条　○○○。

（協定書に定めのない事項）
第21条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

　○○株式会社他○社は、上記のとおり○○業務○○・○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。


　　令和○年○月○日


○○株式会社
代表取締役　○○○○　　印

○○株式会社
代表取締役　○○○○　　印


